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秋田県建設部下水道課

秋田県の広域化・共同化について
－｢都道府県構想策定マニュアル検討委員会｣より－

令和元年5月29日
第19回下水道PPP/PFI検討会

資料５



○ 持続可能な下水道事業の運営に向け、「経済・財政再生計画改革工程表2017改定版」（平成29年12月決定）
において、全ての都道府県における平成34年度までの「広域化・共同化計画」策定を目標として設定。

○ 都道府県に対して、関係4省(総務省、農水省、国交省、環境省)連名にて以下を要請（平成30年1月17日）。
□ 全ての都道府県における平成34年度までの「広域化・共同化計画」策定
□ 平成30年度早期の管内全市町村等が参加する検討体制構築

都道府県構想

●汚水処理の役割分担

●整備・運営管理手法を定めた整備計画

広域化・共同化計画

●連携項目（ハード・ソフト）/スケジュール等を記載

・長期的（２０～３０年）な整備・ 運営管理内容

・１０年概成アクションプラン

・短期的（５年程度）、中期的（10年程度）
な実施計画
・長期的な方針（20～30年）

【広域化・共同化計画の位置付け】

○ 都道府県構想を構成する「整備・運営管理手法を定めた
整備計画」の一部とする。

【モデル県での先行検討状況＜平成30年度＞】
※国土交通省より計画策定支援

｢広域化・共同化計画｣策定に向けて

｢ 広域化・共同化計画マニュアル (案) ｣

平成31年3月29日 国土交通省水管理・国土保全局下水道部

○モデル県（秋田県、岩手県、静岡県、島根県、熊本県）において、
計画策定の基本的な進め方を検討

【検討分科会開催履歴】
第1回（平成30年2月28日）

地理的要因、行政事務、流域等の観点で検討ブロックを整理
第2回（平成30年8月30日）

検討ブロックにおける共通課題の抽出・整理状況の報告
第3回（平成30年12月4日）

モデルブロックにおいて、深掘りした連携メニューの報告
第4回（平成31年3月6日）

モデル県の広域化・共同化計画メニューの報告とマニュアル
（案）の検討
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○ 流域下水道や現行事業のつながりを考慮し、６ブロックで連携策の検討を開始
○ 流域下水道臨海処理区を構成する８市町村による｢ 秋田中央ブロック ｣を選定

秋田県における広域化・共同化検討モデルブロック

①能代山本ブロック
（単独公共）

・「官民連携」検討を通じ、広域
化の必要性を学んでいる段階。

④秋田中央ブロック
（流域関連、単独公共）

・順次施設を統廃合しており、
H32には単独公共を流域に接続
予定である。

・新たにし尿処理施設の接続が
要請されている。

⑤由利ブロック
（単独公共）
・地勢や、し尿の広域処理など密
接なブロックである。

・由利本荘市で6処理場の包括委
託を行っている。
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湯沢市

秋田臨海処理ｾﾝﾀｰ

大曲処理ｾﾝﾀｰ
汚泥処理施設(仮)

Ｔ

鹿角処理ｾﾝﾀｰ

鹿角市

Ⅰ県北地区広域汚泥資源化
事業(工事:H29～H32)

三種町

八橋終末処理場
Ⅲし尿処理場を流域関連
公共下水道に接続(H24) Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ
Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ
Ｔ

Ｔ

Ｔ
Ｔ

Ｔ

Ｔ

ＴＴ

八郎潟町

Ｔ

Ⅴ県南地区広域
汚泥処理事業

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ Ｔ

横手処理ｾﾝﾀｰ

Ｔ

Ｔ

Ⅳ流域と単独公共下水道との
統合(工事：H28～H32)

五城目町

大曲処理区

横手処理区

鹿角処理区

大館処理区

臨海処理区

大館処理ｾﾝﾀｰ
汚泥資源化施設

Ⅱ農業集落排水施設を流域関連
公共下水道に接続(H22～H25)

⑤由利ブロック

Ｔ

Ｔ 流域下水道処理場

単独公共下水道処理場

し尿処理場

農業集落排水区域

モデルブロック

下水道未実施

②大館鹿角ブロック
（流域関連・単独公共）

・県と市町で“県北地区広域汚泥
資源化事業”を進め広域化に前
向きである。

・大館市は未普及地域面整備を
DB方式で実施し､官民連携に積
極的である。

③北秋田ブロック
（単独公共）
・北秋田市が市と上小阿仁村が
使用する､し尿処理施設を建設
（H32.3予定)し、施設の処理
水を鷹巣浄化Ｃで受入れる等
広域化に取組んでいる。

⑥県南ブロック
（流域関連・単独公共）

・県と市町等で“県南地区広域汚
泥処理事業”の実施に向け取組
んでいる。

・勉強会の開催等で市町村職員
が広域化の必要性を理解して
いる。現行統合

構想

凡例

歴史的背景をベースに流域下水道処理区や
現行事業を考慮したブロック割
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○ 国土交通省より支援を受け、各自治体の生活排水処理事業の実態を分析
○ 県職員が市町村個別に訪問・ヒアリングを実施し、連携メニューを掘り出し

県内市町村との連携策の抽出 －平成29-30年度の取組－

各市町村毎の分析資料の調整
各市町村へ訪問・ヒアリング → 共通課題の抽出

各ブロックワークショップによる検討（技術・事務）｢広域化・共同化検討分科会｣報告



広域化・共同化計画策定の取組状況

年度 秋田県 各市町村・組合 国

H29

11/7 広域化アンケート
（維持管理・汚泥処理）

12/6 広域化モデル県決定

2/28 行政運営のあり方研究会
｢生活排水処理事業運営作業部会｣

1/14 4省連名通知
｢計画策定要請｣

2/28 第1回検討分科会

H30

5/25 生活排水処理連絡協議会幹事会

6/5～ ｢秋田中央ブロック｣よりヒアリング開始

6/29 生活排水処理事業連絡協議会
｢秋田中央ブロック｣作業部会

11/12 管路包括個別ヒアリング
｢秋田中央ブロック｣

1/18 生活排水処理事業連絡協議会
｢県南ブロック｣作業部会

1/28 下水道事業運営に向けた意見交換

2/25 行政運営のあり方研究会
｢生活排水処理作業部会｣

3/15 生活排水処理事業連絡協議会

※国交省下水道部より説明

8/30 第2回検討分科会

12/4 第3回検討分科会

※国交省下水道部より講演

3/6 第4回検討分科会

執行体制、処理場・ポンプ場管理契約、
受託業者、要望事項等を回答

｢秋田中央ブロック｣をモデルブロックとし検討着手、その後、他ブロックへ展開

県内６ブロックとし、検討開始を説明
※国交省下水道部より説明

事務分野、技術分野によるワークショップ

県南地区広域汚泥資源化を含む
事務分野・技術分野によるワークショップ

活動報告で計画策定に向けた取組を説明

県北８市町村及び県等との意見交換

｢広域化・共同化計画策定
マニュアル (案)｣

事務、技術、汚泥等の現状を回答

5



モデル｢秋田中央ブロック｣のメニュー抽出 都道府県構想策定マニュアル検討委員会
第2回広域化・共同化検討分科会報告(平成30年8月30日)

メニュー
区分

概要
ハード ソフト

1.複数処理施設の統合 ○
■公共下水道・集落排水事業の処理場、し尿処理場について、各施設の改築・更新の規模（内容）や時期を想定し、統合・
接続の積極的な取組により、最も経済的かつ効率的な生活排水処理システムに再編。

2.複数処理場・ポンプ場
の維持管理の共同化

○ ○
■運転管理、直接経費（ユーティリティ）、補修等について、民間企業の創意工夫を引き出し、適切な人員体制確保の他、運
転手順の改善・ＩＣＴ活用による集中監視等による業務効率化、薬品・電力等調達の柔軟化、大口購入による単価の引き下
げ、品質の適正化、節約等によるコスト縮減等を図る。

3.管路・マンホールポンプ
の維持管理の共同化

○ ○

■管路の老朽化が進むなか、下水道法改正に伴う管渠点検の義務化など、ますます管路施設の維持管理業務の重要性が
高まっている。

■管路の維持管理業務は、広範に整備されている管路施設を対象に、日常的な清掃、点検、修繕の他、管理計画の策定と
見直し、住民対応、災害対応業務など、業種は多岐にわたる。

■処理場の包括委託の考え方にならい、管路施設についても、民間リソースを活用した包括的民間委託の導入が注目され
ている。

4.事務処理・窓口対応等
の共同化

○

■企業会計導入により、従来の官庁会計方式とは異なった経営事務が本格化するとともに、窓口業務や巡回業務等といっ
た適切な住民サービスを持続的に展開する必要がある。

■日常的な窓口業務や経営事務処理について、地元企業や企業会計に長けた人材登用による第三者的組織等による補完
体制を構築し、統一的な事務処理方法のルール化・マニュアル化、役所への期間限定的人材派遣による技術指導、廉価
版SNSデータシステムによる情報管理など、日常業務の行政負担の緩和、サービスの維持・向上を図るための取組が考え
られる。

5.情報システムを活用
した広域マネジメント

○ ○

■人口減少等の社会情勢に応じた普及促進・老朽化対策・施設統合など、さまざまなメニューを展開していく上では、既存施
設・資産といったストックの活用と評価を継続的に進める必要がある。

■その際には、市町村それぞれでの計画策定や個別メニューの実施のみならず、全県での統一的な考え方による新たな計
画策定や事業の展開と進捗管理を進めることも重要となる。

■そのため、複数処理場の広域管理の他、県・市町村の様々な下水道事業に関する情報の一元的管理による、広域的な
下水道マネジメントが求められる。

広域化・共同化計画メニューの抽出状況

広域化・共同化メニュー（案）

：深堀した議論を実施したメニュー
6



①管路の包括的管理（秋田中央ブロック）

広域化に関わる
市町村、流域等

広域的な連携
メニュー

連携に関わる
施設名等

メニューに対するスケジュール（年度）

2019
短期（～5年間） 中期（～10年間）

長期的な方針
（～30年間）

2020 2024 2025 2029 2030 2049

秋田湾・雄物川流域下水道
（臨海処理区）
（秋田市、男鹿市、潟上市、
三種町、五城目町、八郎
潟町、井川町、大潟村)

管路の包括的
管理
（管路包括的
民間委託）

・流域幹線管きょ
・流域関連
市町村管きょ

導入可能性
調査（FS）

維持管理を中心
とした管路包括的
民間委託

・改築修繕業務に
範囲を拡大した
委託の検討

・履行監視業務の
連携

中期の取組をさら
に展開

年 度 県の取り組み 市町村の取り組み その他（公社等）

2019年度
・導入可能性調査
（委託状況の整理、地元業者ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ調査、
技術要求水準等に関する市町村との共同検討）

・7市町村 :同左 ＜共同発注項目の抽出＞
・秋田市 :市単独にて、導入可能性調査

2020年度 ・導入可能性調査まとめ及び発注支援
・7市町村 :同左
・秋田市 :市単独にて、発注支援

2021年度 ・業者選定、管路包括業務開始に向けての手続き
・7市町村 :同左
・秋田市 :市単独にて、業者選定、管路包括業務

開始に向けての手続き

中 期

・技術要求水準等の見直し検討
・秋田市との履行監視の連携を検討
・秋田市の技術、知見をブロック7市町村へ伝承する
仕組みの検討

・7市町村 :技術要求水準等の見直し検討
・秋田市 :県との履行監視の連携を検討

長 期 ・中期の取組をさらに展開 ・同左

補完組織の組成
（履行監視・改築更新）

発注者
県，市町村

複数民間企業による
共同企業体

業務委託
契約

都道府県構想策定マニュアル検討委員会
第4回広域化・共同化検討分科会報告(平成31年3月6日)
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区分 秋田県（＋７市町村） 秋田市

当面
方向性

流域下水道幹線管きょの点検・調査の実施にあわせて、
中小都市における管路管理を共同で着実に実施する仕組を
構築

管路管理業務がますます本格化する中、人員の不足等に
対する補完や、市保有技術の活用と更なる発展を狙いに、
地元民間活用を視野に入れた新たな仕組を構築

業務範囲 維持管理 維持管理

中長期
方向性

維持管理業務の技術要求水準の高度化にあわせ、
改築修繕業務もパッケージ化

維持管理業務に加え、改築修繕業務もパッケージ化

業務範囲 維持管理＋改築修繕 維持管理＋改築修繕

○当面は、県＋7市町村の維持管理を対象に、県発注方式で共同的な管路包括的民間委託を検討する。なお、秋田市は単独で
先行的に管路包括的民間委託を検討し、地元民間活用を視野に入れた新たな仕組みを構築する。履行監視は共同化を予定。

○中長期的には、維持管理のみならず、改築修繕業務に範囲拡大を検討する。この際、県＋7市町村では秋田市の事例を参考
に維持管理業務の技術要件水準の高度化を図る。

秋田市における
技術・知見等の伝承

秋田県

・秋田市の取組済の
ノウハウ
・取組済メニューの
さらなる改良、高度化

７市町村中の
意向団体

他のブロック
市町村

■方向性および発注方式の検討

下水道施設管理目標

下水道管路維持管理計画
管路施設
改築計画

下水道台帳

管理維持管理情報

管理保全業務（定型・平常業務） 災害対応業務

他工事
等立会

事故
対応

住民
対応

問題解決
調査等

巡視・
点検

1次

調査※
清掃 修繕

判断

詳細
調査

その他
調査等

清掃

判断

修繕 その他
措置

観察
維持

次年度以降の
維持管理業務の提案

維持管理情報の
管理

下水道管路維持計画
の見直し

被災状況把握等

応急措置等

調査方針等検討

被災状況調査
（一次・二次）

判断

復旧等 観察
維持

その他計画的
な対応が必要

改築

※スクリーニング等
による絞込み現状把握・緊急措置

（③住民等対応業務） （②問題解決業務） （①計画的業務）

（派生的業務）

将来の委託範囲
「改築修繕」

当面の委託範囲
「維持管理」

①管路の包括的管理（秋田中央ブロック）
都道府県構想策定マニュアル検討委員会
第4回広域化・共同化検討分科会報告(平成31年3月6日)
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② 事務処理・窓口業務の共同化

広域化に関わる
市町村、流域等

広域的な連携
メニュー

連携に
関わる
施設名等

メニューに対するスケジュール（年度）

2019
短期（～5年間） 中期（～10年間）

長期的な方針
（～30年間）

2020 2024 2025 2029 2030 2049

北秋田市、三種町、八峰町
事務処理・
窓口対応等の
共同化

－

（法適用前準備）
県による各市町村の
法適用関連委託の協
議・照査等の支援

（法適用後）
会計事務処理等に
範囲を拡大した共
同化

事務処理・手続き、
各種関連システム、
事業の評価指標・
算定方法・評価の
統一化

県及び県内市町村
における一元的な
アセットマネジメ
ント

他の市町村 同上 －
（法適用前）
人口3万人未満市町村
での法適用支援着手

年 度 県の取り組み 市町村の取り組み その他（公社等）

2019年度
・県内市町村における事務の洗い出し、市町村
の検討内容の指導等

・人口3万人未満市町村での法適用支援に着手

・法適用後の事務処理フローの作成
・事務の洗い出し、県と連携した検討

2020年度
・窓口業務、調書作成、勉強会･研修会等の
共同化範囲拡大の検討

・事務処理共同化による効果予測支援

・事務処理共同化メニューの検討
・事務処理共同化による効果検討
・共同化の必要性等の関係者間共有

2021年度 同上 同上

中 期 ・情報の一元管理に向けたシステム導入検討
・情報の活用方法や管理方法の高度化等による
有効性の検討

長 期 ・県及び県内市町村における一元的アセットマネジメント実施を検討

都道府県構想策定マニュアル検討委員会
第4回広域化・共同化検討分科会報告(平成31年3月6日)
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③ 県南地区広域汚泥資源化事業 ※県南ブロック

県南地区７市町村

20年間（運営管理期間)

※事業方式は、DBO方式を想定

対象自治体

事業期間

事業概要

○肥料化を軸に検討

○建設地は今年度に選定

※年度内の合意と事務受託(県)を目標

想定汚泥量 約１万トン／年

【 流域下水道大曲処理センター or 橫手処理センター に集約 】
10



井川
町

潟上
市

にかほ市

秋田市

能代市

由利本荘市

男鹿市

小坂町

北秋田市

大潟村

仙北市

美郷町

藤里町

潟上市

八峰町

三種
町

大館市

東

成

瀬

村

（浄)

上

小

阿

仁

村井川町

大仙市

横手市

羽後町

湯沢市

秋田臨海処理ｾﾝﾀｰ

大曲処理ｾﾝﾀｰ
汚泥処理施設(仮)

Ｔ

鹿角処理ｾﾝﾀｰ

鹿角市

三種町

八橋終末処理場Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ
Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ
Ｔ

Ｔ

Ｔ
Ｔ

Ｔ

Ｔ

ＴＴ

八郎潟町

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ Ｔ

横手処理ｾﾝﾀｰ

Ｔ

Ｔ

五城目町

大曲処理区

横手処理区

鹿角処理区

大館処理区

臨海処理区

大館処理ｾﾝﾀｰ
汚泥資源化施設

男鹿地区衛生センター（100kL/ｄ）
し尿等の下水道受入の検討

大館市し尿処理場（160kL/ｄ）
し尿受入施設建設

横手衛生センター（122kL/ｄ）
し尿等の下水道受入の検討

大仙美郷クリーンセンター（252kL/ｄ）
し尿等の下水道受入の検討

受入検討中
｢下水道広域化推進総合事業｣
※大館市発注：ＤＢＯ方式
※県流域敷地内に建設

受入を前提に検討

④ し尿処理との連携・接続

広域汚泥資源化施設
（R2供用開始）

流域下水道大館処理センター

大館市し尿受入施設
（建設予定地）

処理水希釈にて受入

○ 下水道がバイオマス集約基地である観点から“し尿”を積極的に受入
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○管理コスト増加、使用料収入減少等に伴う経営悪化を思慮
○管路、処理場施設の経年劣化に伴う、本格的な維持管理時代に突入
○担当職員の減少による運営及び危機、運営管理体制の脆弱化が危惧

直近10年程度で
35%減少

H29年度現在、設備の標準耐用年
数（15年）を超過する処理場は
全体の8割（179施設）

市町村の下水道事業関係職員数（H17～H28） 生活排水処理施設 供用処理場数

出典：下水道統計より
出典：下水道統計及び秋田県統計資料より

⑤ 補完体制の構築

第三者組織による補完体制の構築

維持管理時代の到来を控え、｢地元企業｣との連携を推進

県下市町村の統一レベルでの管理水準を保つスキームを構築
県・市町村
を補完

人的効率化は限界

12



｢広域化・共同化計画｣策定に向けて ＜令和元(2019)年度計画＞

６～７月 第1回 秋田県生活排水処理事業連絡協議会幹事会

○下水道法法定協議会に位置づけ５月28日 秋田県市町村協働政策会議

秋田県｢広域化・共同化計画｣策定

管路の包括的管理

県南地区広域汚泥資源化事業

事務処理・窓口業務の共同化

ＢＣＰ訓練の共同化

○連携メニュー 秋田中央ブロック

全県

県南ブロック

行政界を越えた処理場統廃合 対象ブロック

し尿処理との連携・接続 対象ブロック

第２回 秋田県生活排水処理事業連絡協議会幹事会

北秋田市・三種町・八峰町

９月

○ 部会検討状況の報告、予算措置、事務委託の調整

２月 第３回 秋田県生活排水処理事業連絡協議会幹事会

【 計画案の調整 】

補完体制構築検討
(広域連合、事務組合、
官民出資会社等)

○部会委託事項

★共通：水道事業との連携
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県と市町村の「機能合体」

県

施設
マンパワー
ノウハウ
財源

• 秋田県・市町村協働政策会議
• 人口減少社会に対応した行政運営のあり方研究会（５作業部会）ほか

県と市町村の協議・研究の場

県と市町村の機能合体の推進

問題意識

 限られた行政資源の中、将来にわたり行政サービスを維持していくためのシステムづくりが、県と市町村を
通じた喫緊の課題。

 県と市町村の二重行政や連携不足などを改善する必要。
 公共インフラの管理・運用は、県と市町村の二層構造に馴染まず、一体的に行う必要。

施設
マンパワー
ノウハウ
財源

市町村

事務事業の
効果的実施

事務事業の
効率的実施

住民サービス
の向上

行政コスト
の縮減

効 果

 インフラや施設の一体的管理・運用
 行政組織の統合・ワンフロア化
 公共施設の共同建築
 事業の共同実施

～人口減少社会を知恵と工夫で乗り越える！～

第32次地方制度調査会
第5回専門小委員会 報告(平成30年10月25日)
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⑤ その他の取組

機能合体の取組例

② 文化施設の連携整備

 県による市町村道のパト
ロールの実施

 県と市町村が、互いの除雪
区間を交換

 市町村の橋梁点検業務へ
の支援

 県民会館と秋田市文化会
館の機能を集約した「県・市
連携文化施設」を整備

 県平鹿地域振興局と横手市の
建設、農林等の部門が同一フロ
アで執務

 県北地区で広域汚泥処理施設
を共同整備

 秋田市単独公共下水道の一部
を県の流域下水道に統合

 市町村の農業集落排水等を県
の流域下水道に接続

 観光振興（白神山地周辺地域、鳥海山麓地域 ほか）
 電子システムの共同導入・運用（電子申請システム、
セキュリティクラウド）

 下水道事業への公営企業会計適用作業の共同実施
 地方税滞納整理機構の設置
 行政不服審査に係る第三者機関の運営

など

③ 道路・橋梁の維持
管理業務の合理化

④ ワンフロア化

① 生活排水処理の
広域化・共同化

横手市

第32次地方制度調査会
第5回専門小委員会報告(平成30年10月25日)
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今後の方向性

県と市町村との協働・連携
（機能合体）

市町村間の連携

A市 B町 C村

促 進

県

連

携

A市

B町

C村

県

県・市町村の政策的な取組でも連携を拡大
 人材確保・部品調達等、誘致企業の課題に対する
支援体制の構築

 人口減少に対応した地域支え合いシステムの構築に
よる生活課題の解決

ソフト事業、基礎的事務を含め、これまで以上の広範囲な分野で県と市町村の連携、市町村
間連携を拡大

生活関連インフラ維持管理の協働・連携の拡大
 生活排水処理の再編や汚泥処理施設等の広域共
同管理・運営

市町村間でも同様な連携を進め、固有の基礎的
なサービス、事務でも連携を推進
 公共施設の相互利用、機関の共同設置等
 市町村管理の下水道管路の包括管理・共同化、
ＩＣＴを活用した処理場の維持管理の共同化

 水道事業の広域化
 健（検）診の受診率向上に向けた実施体制の整備

＋
プラス

第32次地方制度調査会
第5回専門小委員会報告(平成30年10月25日)
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下水道法 法定協議会への移行について

従前より協議会を設立、県と市町村連携による広域化・共同化を推進

広域連携の更なる促進のため、協議会を法的な位置づけへ

令和元年5月28日
｢秋田県生活排水処理事業連絡協議会｣ を法定協議会 へ

【 設置経緯＜任意＞ 】

□生活排水処理に関する県と市町村との協働事業の計画立案

□事業の円滑な推進を図るための連絡調整

秋田県生活排水処理事業連絡協議会
（平成22年4月14日設置）【 任意設置 】

秋田県・市町村協働政策会議
(平成21年度設置)

○ 県及び市町村の協働、対等な立場で合意形成
○ 住民サービス向上、地域の自立・活性化等政策提案)

構成員 ： 県知事、市町村長、下水道事業管理者、一部事務組合管理者 等
※ 下水道課長等で構成する｢幹事会｣、特定課題の｢部会｣で具体的な事案を検討
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2009年設置

【 ハード ・ソフト】 ※法定協議会（2019年） 【 ソフト 】※政策会議合意による設置（2013年）

秋田県建設部下水道課

秋田県生活排水処理事業連絡協議会
人口減少社会に対応する行政運営のあり方研究会

｢生活排水処理事業運営｣作業部会

連携

秋田県・市町村協働政策会議

県知事 市町村長

衛生処理一部事務組合

秋田県生活環境部環境整備課

【 構 成 】

【 構 成 】

秋田県企画振興部市町村課

市町村下水道事業等所管部局

法定化後の協議会構成 （令和元年5月28日以降）

｢水道事業の広域連携｣作業部会との連携
（調整中）

県知事 市町村長 事務組合管理者
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